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令和６年７月８日
第３回一宮川護岸工事検証会議

資料１－２



■ 河川法の改正や主要な水害を契機として、河川計画を見直ししながら、事業を実施し、
治水安全度を向上させてきている。

一宮川水系の河川計画の変遷 2

昭和 平成 令和

法
律

計
画

災
害

主
な
事
業

●S39
河川法改正

●H9
河川法改正

工事実施
基本計画

H27.6
河川整備基本方針
H27.8
河川整備計画

R2.12変更
R元対応

R4.7変更
上流追加

●S45.7 ●H元.8
台風12号

●H8.9
台風17号

●H25.10
台風26号

●R元.10
10/25豪雨

●R5.9
9/8豪雨

●H23.3 東日本大震災（津波）

広域河川改修
河口～
瑞沢川合流

激特
第一調節池
第二調節池

激特
河口～
三途川合流
瑞沢川調節池
阿久川調節池

100mm安心プラン
第二池増設等

(復興)広域河川改修
津波対策

一宮川流域浸水対策特別
緊急事業（激特等）
瑞沢川合流～豊田川合流
本川上流及び支川
第三調節池
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■平久里川

■作田川

■香取・銚子圏域

■手賀沼・印旛沼・根木名川圏域

■江戸川左岸川圏域

■都川

■真亀川

■南白亀川

■一宮川 河川整備基本方針 整備計画策定
H27.6 H27.8、R2.12、R4.7（変更）

■海老川

■椎津川

一級３圏域、二級８水系で河川整備計画を策定済
計画規模の考え方
概ね１／５～１／１０ (時間雨量50mmに対応する河川改修)

二級８水系で河川整備基本方針を策定済
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一級３圏域、二級８水系で河川整備計画を策定済
計画規模の考え方
概ね１／５～１／１０ (時間雨量50mmに対応する河川改修)

● 時間雨量50mmに対応する河川改修
→ H10千葉県水害に強い県土づくり検討委員会提言

● 概ね1/5～1/10
→ H8河川審議会（建設大臣あて答申）
二十一世紀の社会を展望した今後の河川整備の基本的方向について（答申）
【抜粋】

2 河川整備の現状と課題
2.2 水害・土砂災害の被害ポテンシャルの増大
これまでの治水事業により、洪水による人命損失数は減少してきたが、依然と
して安全度は低い水準にあり、水害を受けている。特に、都市化の進展等に
より慢性的に床上浸水被害が生じている。

4 二十一世紀に向けた河川整備
4.2 河川整備の基本施策
① 新たな治水の展開

治水事業を計画的に推進するものとし、当面の目標として中小河川に
ついては、5年から10年に一度発生する規模の降雨を対象とした計画目標の
もとに整備を図る。
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河川整備事業の予算推移

一宮川 河川整備

■ 一宮川水系では、令和元年の被災を契機に計画を見直すとともに、河川整備事業として、
「一宮川流域浸水対策特別緊急事業」を実施し、優先的に対策を進めてきている。

一宮川水系の河川整備事業と予算 5

■県・流域市町村が連携した一宮川流域浸水対策特別緊急事業について
https://www.pref.chiba.lg.jp/kasei/documents/ichinomiyagawasinsuitaisaku.pdf
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一宮川水系の河川整備事業と予算
■ 予算内訳の根拠資料
（河川整備課事業費資料。各年度当初予算で県内の河川整備事業と一宮事業を別集計）

6

R5

■県土整備部主要施策の概要／千葉県HPより https://www.pref.chiba.lg.jp/kendosei/kendo/shisaku-gaiyou.html

R4R3R2



一宮川水系における河川計画の考え方 7

長生村

一宮町
睦沢町

河道掘削
築堤護岸工
R2～R6

阿
久
川

長南町
河道拡幅
R1～R6

護岸法立て
R1～R6

【凡 例】

令和元年10月豪雨 浸水範囲

中下流域（～R6末迄）

上流域・支川（R4～R11末迄）

一宮川第三
調節池の整備
R4～R11

河道改修
R4～R11

河道改修
浸水防止対策（輪中堤など）

R4～R11

遊水機能
の保持

河道改修
浸水防止対策
（輪中堤など）
R4～R11

一宮川第二
調節池の増設
H27～R5

中下流：河川を広げるなど洪水を速やかに流下上流域：一定規模の河川整備を行うとともに
住宅は輪中堤などで守りつつ、
遊水機能を保持、貯留施設を整備

■ 令和元年の大雨と同規模の降雨に対して、河川の上下流バランスに配慮しつつ、
令和11年度迄に流域市町村と連携し、総合的な浸水対策を実施する。



■ 流域関係者との協議等を踏まえ、一宮川水系の河川計画を策定している。

一宮川水系の河川計画の合意プロセス 8

一宮川流域治水協議会
・ 一宮川流域治水プロジェクトの策定
・ 対策の実施状況のフォローアップ 等

茂原市部会
・ 茂原市における
具体的な対策に
関する協議 等

長柄町部会
・ 長柄町における
具体的な対策に
関する協議 等

自治分科会

農業分科会

長南町部会
・ 長南町における
具体的な対策に
関する協議 等

■ 流域治水協議会の開催状況
R3.3.23 第１回協議会
R3.9.14 第２回協議会
R4.2.18 第３回協議会
R4.5.30 第４回協議会
R4.9.5 第５回協議会
R5.3.24 第６回協議会
R5.8.29 第７回協議会

徳増地区意見交換会

水上地区意見交換会

被害対策分科会

雨水貯留分科会

市町村長
県関係課長、所長

（河川、都市、建築、農林）

県・市町村関係部局、町
議員、自治会長、農業

団体代表 等

一宮町、睦沢町、長生村部会
・ 一宮町、睦沢町、長生村
における具体的な対策に
関する協議 等

第7回一宮川流域治水協議会の様子

県・市町村関係部局、地
区住民、自治会長、農

業団体代表

須田地区意見交換会



河川整備の内容について 9

パラペット大型土のう



法立て護岸の概要
【施工状況】

【施工ステップ】

【ステップ１：仮設土留、掘削】

仮設鋼矢板
を打ち込み

掘削

【ステップ０：着工前】

地盤を
固化

護岸整備

【ステップ２：地盤を固化、護岸整備】

鋼矢板の上端の高さまで
護岸を整備した後に
鋼矢板を引抜

本設鋼矢板
を打ち込み

【ステップ３：本設鋼矢板を打込み、掘削】

掘削

転用

【ステップ４：完成】

１１，３００ｍ２

工事延長 L=2,040m
擁壁護岸工 、 矢板護岸工

河川激甚災害対策特別緊急工事
（護岸工その２）

一宮川 →
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大型土のう

河川激甚災害対策特別緊急工事
（護岸工その１）
工事延長 L=2,020m
擁壁護岸工 、 矢板護岸工


